
船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１１月１８日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市古志岐
こ し き

島西岸の浅礁 

 古志岐島灯台から真方位３５５°１１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１８.２′ 東経１２９°１０.２′） 

事故の概要  漁船３２奈々
な な

丸は、南東進中、浅礁に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年４月１１日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 ３２奈々丸、１９トン 

ＮＳ２－２３４９２、株式会社はまだ漁業 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 バルバスバウに圧壊、右舷船首部外板に破口、船底外板に亀裂を伴う

擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風速 約７m/s、視界 不良 

海象：波高 約１.５ｍ、波向 北西、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか９人が乗り組み、まき網漁の操業を終え、船長が

単独の船橋当直につき、佐世保市神崎
こうざき

漁港に向けて同市宇久
う く

島北方沖

を自動操舵により約９ノットの対地速力で南東進した。 

 本船は、船長が、疲れを感じている状態で古志岐島灯台を船首目標

として椅子に腰を掛けて航行していたところ、いつしか居眠りに陥

り、古志岐島西岸の浅礁に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約２.３ｍであった。 

 他の乗組員は、本事故当時、全員が船室で就寝していた。 

 船長は、本事故前の３日間時化
し け

で出漁できず、久しぶりの操業で身

体が慣れていないこともあって少し疲れを感じていたので、居眠りに

陥ったのかもしれないと本事故後に思った。 

分析  本船は、宇久島北方沖を南東進中、単独で船橋当直についていた船

長が居眠りに陥ったことから、自動操舵の目標としていた古志岐島灯

台に向けて航行を続け、古志岐島西岸の浅礁に乗り揚げたものと考え

られる。 

 船長は、自動操舵で航行していたこと、久しぶりの操業で疲れを感

じていたこと、及び椅子に腰を掛けて楽な姿勢で見張りを行っていた

ことから、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、宇久島北方沖を南東進中、単独で船橋当

直についていた船長が居眠りに陥ったため、自動操舵の目標としてい



た古志岐島灯台に向けて航行を続け、古志岐島西岸の浅礁に乗り揚げ

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で船橋当直中に疲れを感じた際には、乗組員と当直を交替す

るか、椅子から立ち上がって身体を動かしたり、外気に当たった

りするなど、居眠り運航の防止措置を講じること。 

 


